
　
個
人
事
業
税
は
、
個
人
で
事
業
を
営

む
方
に
か
か
る
税
金
で
す
。
第
二
期
分

の
納
期
限
は
十
二
月
一
日
︵
月
︶
で
す
。

十
一
月
中
旬
に
県
か
ら
納
付
書
を
お
送

り
し
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
金
融
機
関
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
ま
た
は
県
税

事
務
所
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　P
ay-e

a
sy

︵
ペ
イ
ジ
ー
︶
に
対
応
し

て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ

や
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
利
用
し
て
納
付
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
領
収
証
書
は

発
行
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
必
要
な
方
は

金
融
機
関
な
ど
の
窓
口
で
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

○
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
納
税
に
は
、
便
利
で
安
全
な
口
座
振

替
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
ご
希
望
の
方

は
預
︵
貯
︶
金
口
座
に
ご
使
用
の
印
鑑

と
通
帳
を
お
持
ち
の
う
え
、
取
引
を
さ

れ
て
い
る
金
融
機
関
の
窓
口
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　
愛
知
県
名
古
屋
北
部
県
税

事
務
所
　
課
税
第
一
課
県
民
税
・
事
業

税
第
二
グ
ル
ー
プ
　
☎
０
５
２
・
５
３

１
・
６
３
０
４
︵
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
︶
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保
険
料
控
除
証
明
書
は

大
切
に
し
て
く
だ
さ
い

保
険
料
の
後
納
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
十
一
月
三
十
日
は
年
金
の
日
で
す
。

年
金
記
録
や
将
来
の
年
金
受
給
見
込
額

を
確
認
し
、
未
来
の
生
活
設
計
に
つ
い

て
考
え
て
く
だ
さ
い
。

　
﹁
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
﹂
を
ご
利
用
い

た
だ
く
と
、
い
つ
で
も
ご
自
身
の
年
金

記
録
を
確
認
で
き
る
ほ
か
、
将
来
の
年

金
受
給
見
込
額
に
つ
い
て
、
ご
自
身
の

年
金
記
録
を
基
に
様
々
な
パ
タ
ー
ン
の

試
算
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　﹁
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
﹂
に
つ
い
て
は
、

日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

確
認
い
た
だ
く
か
、
名
古
屋
西
年
金
事

務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　
名
古
屋
西
年
金
事
務
所
　

☎
０
５
２
・
５
２
４
・
６
８
５
５

名古屋空港だより【11月号】

『 芸術の秋 CLASSIC CONCERT！』

と　き：11月14日（金）

　　　　午後5時〜

出　演：名古屋芸術大学

　　　　「クラリネット八重奏団」

★Heart-full smile ミニライブ★

『 ペン習字展 』

と　き：11月19日（水）〜 11月28日（金）

出　展：豊山町文化クラブ

　　　　「 豊山ペン習字教室 」

★Heart-full smile ミニギャラリー★

○イベント参加は全て無料・会場はターミナルビル1階です。　

　問合せ：名古屋空港ビルディング 　☎28-5633

なごぴょん

個
人
事
業
税
の
納
税
を

お
忘
れ
な
く

【お知らせ】

　12月下旬まで第一駐車場閉鎖のため、駐車スペースが大幅に減

少しています。ご迷惑をおかけし申し訳ありません。空港へお越

しの際は、公共交通機関のご利用をお願いいたします。

十
一
月
三
十
日
は

年
金
の
日
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
と
住

民
税
の
申
告
に
お
い
て
、
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
そ

の
年
の
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
に
納
付
し
た
保
険
料
が
該
当
し

ま
す
。

　
こ
の
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た

め
に
は
、
支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る

書
類
の
添
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
九

月
三
十
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、
社
会
保
険

料︵
国
民
年
金
保
険
料
︶控
除
証
明
書
が

十
一
月
上
旬
ま
で
に
日
本
年
金
機
構
か

ら
送
付
さ
れ
ま
す
。
年
末
調
整
や
確
定

申
告
の
際
に
は
必
ず
こ
の
証
明
書
も
し

く
は
領
収
証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
十
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
今
年
初
め
て
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、
平

成
二
十
七
年
の
二
月
上
旬
に
送
付
さ
れ

ま
す
。

　
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

し
た
場
合
も
、
納
付
し
た
本
人
の
社
会

保
険
料
控
除
の
申
告
に
加
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
の
で
、
ご
家
族
あ
て
に
送
ら

れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付
し
て
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　
名
古
屋
西
年
金
事
務
所
　

☎
０
５
２
・
５
２
４
・
６
８
５
５

　
国
民
年
金
は
、
二
十
歳
か
ら
六
十
歳

ま
で
の
四
十
年
の
間
、
国
民
年
金
保
険

料
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
六
十

五
歳
か
ら
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受

給
で
き
る
も
の
で
す
。

　
保
険
料
の
納
め
忘
れ
や
、
届
出
忘
れ

で
国
民
年
金
の
資
格
期
間
が
な
い
場
合

は
、
年
金
の
受
給
額
が
少
な
く
な
っ
た

り
、
年
金
そ
の
も
の
が
受
給
で
き
な
く

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
に
な
ら
な
い
た
め
に
、
後
納
制

度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
過
去
十
年

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
料
を
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

後
納
制
度
を
利
用
で
き
る
の
は
平
成

二
十
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
で
す
。

利
用
す
る
方
は
早
め
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
既
に
老
齢
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
る
方
や
、
六
十
五
歳
以

上
で
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を

お
持
ち
の
方
は
、
後
納
制
度
は
利
用

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
後
納
制
度
は
事
前
に
お
申
　

し
込
み
い
た
だ
き
、
後
納
保
険
料
を

納
め
ら
れ
る
期
間
を
審
査
し
ま
す
。

詳
し
く
は
年
金
事
務
所
ま
た
は
国
民

年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
に
お
尋

ね
く
だ
さ
い

▼
問
合
せ
　
名
古
屋
西
年
金
事
務
所

☎
０
５
２
・
５
２
４
・
６
８
５
５
　

国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
　

☎
０
５
７
０
・
０
１
１
・
０
５
０

▼

12/1まで

　10月に実施しました名古屋空港フォ

トコンテストの作品募集には、たくさ

んのご応募をいただきありがとうござ

いました。審査結果は12月中に空港ホ

ームページで発表し、空港ターミナル

ビル内にて展示いたします。


